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1   総則 

1.1   適用範囲 

 この仕様書は，航空自衛隊において利用する英語電子教材の利用（以下，“役務”

という。）について規定する。 

1.2   用語及び定義 

 この仕様書で用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の１．２に

よるほか，次による。 

1.2.1  

ＴＯＥＩＣ 

 ＴＯＥＩＣ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ＆Ｒｅａｄｉｎｇ Ｔｅｓｔ（以下，“ＴＯＥＩ

Ｃ”という。），ＴＯＥＩＣ Ｂｒｉｄｇｅ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ＆Ｒｅａｄｉｎｇ 

Ｔｅｓｔ及びＴＯＥＩＣ Ｓｐｅａｋｉｎｇ＆Ｗｒｉｔｉｎｇ Ｔｅｓｔｓ 

1.2.2  

ＣＥＦＲ 

 Ｃｏｍｍｏｎ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ｏｆ Ｒｅｆｅｒｅｎ

ｃｅ ｆｏｒ Ｌａｎｇｕａｇｅｓ（ヨーロッパ言語共通参照枠。以下，“ＣＥＦ

Ｒ”という。） 

1.2.3  

ＴＯＥＩＣ等 

 ＴＯＥＩＣ及びＣＥＦＲ 

1.2.4 

英語電子教材 

 航空自衛隊において利用する英語の学習用のアプリケーションであり，ＰＣ，ス

マートフォン，タブレットを用いた英語（ＴＯＥＩＣ等，ＣＥＦＲ）学習用教材 
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1.3 引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この 

仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合（法令等

を除く。）は，この仕様書に定める内容が優先する。 

a) 仕様書 

  Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７ 調達品等一般共通仕様書 

b) 法令 

著作権法（昭和４５年法律第４８号） 

 

2   英語電子教材に関する要求 

2.1   英語電子教材の内容 

 英語電子教材は，利用者だけでなく，利用者の進捗状況を監督できる管理者モード

を搭載しているものとする。また，英語電子教材はインターネット環境が整っている

条件下において，時間や場所を問わず，学習が可能なものとし，履行期間は，令和８

年８月１日から令和９年７月３１日までとする。 

2.2 構成  

 品名，構成，数量は，表による。 

表－品名・構成・数量 

品名 教材の構成・数量 

英語電子

教材 

航空自衛隊に所属する全隊員（４６，０００人）が一般利用者用ア

カウントを，別に８０人の隊員が１ｏｎ１レッスン利用者用アカウ

ントを利用できるものとし，それぞれ，次の利用者用又は管理者用

を選択可能なものとする。 

一般利用者用アカウント 

次のコンテンツが一般利用者用 

・学習の習熟度を測るテストの搭載 

・英単語学習（ＴＯＥＩＣのスコアアップ及びＣＥＦＲのレベル向

上に必要な英単語）搭載 

・ＴＯＥＩＣ等の対策（目標 300 点から 860 点まで幅広く対応）搭

載 

・ＣＥＦＲに即した学習教材（目標Ａ２からＣ２まで幅広く対応）

搭載 

・ＴＯＥＩＣ及びＣＥＦＲの能力向上につながる動画及びコンテン

ツを搭載 

・英語の４技能（読む，聞く，書く，話す）についても学習できる

コンテンツ等，様々な学習機能を搭載 

・米空軍等との調整に活用できる軍事英語の学習を搭載 

品  名 英語電子教材の利用 
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・軍事英語を含む，場面ごとの英会話学習機能を搭載 

・ＡＩ英会話を搭載（使用制限なし） 

・業務遂行におけるシーンでの英語の学習機能を搭載 

１ｏｎ１レッスン利用者用アカウント 

次のコンテンツが一般利用者用アプリケーションに含まれ，利用可

能であること。 

・一般利用者用の要件を含めたサービスを搭載 

・テレビ会議等による１対１のオンライン英会話教育を搭載 

・上記オンライン英会話教育では，レッスンが 24時間のスケジュ

ール内から選択可能であること 

・１日のレッスン受講回数に上限がないこと 

・１日２４時間，オンライン英会話教育が可能であること 

・１人の受講枠は、１回分が６カ月間で１０時間以上のレッスンを

受講できるものとし、８月～翌年１月と翌年２月～７月の２回分

（合計２０時間）で受講できること 

・与えられたレッスン時間（１０時間以上）分を一度に先々まで予

約できること 

・予約やキャンセルがプラットフォーム上だけでなく，電話，メー

ル又はアプリ内チャットの内、二つ以上の手段で実施できるこ

と。 

・レッスン予定時間の１時間前までであれば，当該レッスンの受講

時間分の権利を失うことなくキャンセルできること 

・上記オンライン英会話教育では，プロフェッショナルなスキルや

経験を保有している講師であること 

管理者用 

・学習進捗の確認（個人学習者毎の学習履歴や習熟度の確認）搭載

及び進捗指導の活用ができる。 

・管理者から管理する利用者に利用コースの設定が可能であり，実

施されたコンテンツの完了状況の確認までをシステムで一元化で

きる。 

・学習履歴や課題等について，CSV 等により出力し，データとして

管理することができる。 

その他 ・利用者情報を登録できる 

・アプリコンテンツに関する問い合わせ又はトラブルの対応（カス

タマーサポート）が電話及びメールで実施できる。（問い合わせを

してから営業日 48時間以内） 

・使用する端末の OS のバージョンアップ等の変更があった際には英

語電子アプリの動作，機能等に障害が生じないよう，英語電子アプ

リのプログラム更新等のサポートの対応ができる。 
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2.3 対応機器・動作環境 

a) ＰＣについてはブラウザを使用して，学習できること。 

b) スマートフォン及びタブレットは，アプリを使用して学習できること。 

3 納入 

 英語電子教材は，納入期限を令和８年７月１０日とし，アカウント（ID及びパス

ワード）を官側に納入するものとする。 

4 包装 

 なし。 

5 検査 

  検査は，関係標準契約条項及び契約担当官の定めるところによる。 

6 著作権の取り扱い 

a) この仕様書に示す英語電子教材に関し，著作権法第２７条及び第２８条を含むア

プリを使用するために必要な著作権を官側に無償で譲渡するものとする。 

b) 官側が承認した場合を除き，本業務の本英語電子教材に関する著作者人格権を行

使しないものとする。 

c) a)及び b)にかかわらず，本仕様書に示す納入物に契約相手方が既に著作権を保

有しているものを含む場合は，契約相手方が既に著作権を保有しているものの著

作権についてだけ，契約相手方に帰属する。 

d) 本仕様書に示す納入物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合は，契約相

手方が当該著作物の使用に必要な費用の負担，使用許諾契約等に係る一切の手続

を行うものとする。 

e) この仕様書に示す納入物に関し，第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が

生じた場合には，当該紛争の原因が専ら官側の責めに帰す場合を除き，契約相手

方の責任と負担において一切を処理すること。 

7 その他 

 官側に対し，納入前に見本（テストアカウント）を提出し，承認を受けるものと

する。 

8 仕様書の疑義 

 この仕様書に規定のない事項又は疑義が生じた場合は，速やかに契約担当官と書

面により協議するものとする。 

品  名 英語電子教材の利用 


